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特記仕様書（建物清掃業務） 

 

１ 業務の内容 

  本業務の内容は、この仕様書によるほか、別表（建物清掃業務要領）、別図及び特記事項によるも

のとし、業務時間については、別途協議して定めるものとする。なお、本業務を行うにあたっては、

医療法施行規則第９条の１５を順守すること。 

 

２ 清掃を行う日時等 

 ⑴ 日常清掃 

  ア 日常清掃を行う日 

    日常清掃を行う日は、次表の区分ごとに、それぞれ同表に定めるとおりとする。 
 

区分 日常清掃を行う日 

ａ 平日 

ｂ 
ａに土曜日（当該土曜日が祝日及び８月６日、１２月２９日から翌年１月３日に

当たる場合を除く。）及び発注者が指定する日を加えた日 

ｃ 毎日 

ｄ ｃから床の定期清掃を行う日を除いた日 
 

  イ 「アのｂ」の発注者が指定する日 

    「アのｂ」の発注者が指定する日は、次のとおりとする。ただし、法令の改正その他の事由に

より変更し、又は追加する場合がある。 

   (ｱ) 令和７年度    ５月５日、１２月３０日及び１月３日 

   (ｲ) 令和８年度    ５月５日、９月２２日、１２月３０日及び１月３日 

   (ｳ) 令和９年度    ５月４日、１２月３０日及び１月３日 

   (ｴ) 令和１０年度   ５月５日、１２月３０日及び１月３日 

 ⑵ 定期清掃 

   定期清掃を行う日時は、⑴のアのａ又はｂである床の定期清掃にあっては、原則として、日常清

掃を行う日を除いた日のうち発注者の業務に支障のない日時とし、それ以外の定期清掃にあっては

発注者の業務に支障がない日時とし、それぞれ別途協議して定めるものとする。 

 ⑶ 指定場所の日常清掃等を行う時間帯 

   次表に掲げる場所の日常清掃（１日当たりの作業回数が複数回であるものについては、そのうち

１回の清掃）及び定期清掃（作業回数の頻度が“１週間当たり１回”よりも高い定期清掃に限

る。）は、原則として、それぞれ同表に定める時間帯に行うものとする。 
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場   所 時 間 帯 

病院棟１階 

風除室、多目的･男子･女子トイレ（正面玄関南側・

理学療法室前）、待合ホール、廊下、イートインコ

ーナー、展示室、医療支援室、事務長室及び医事事

務室 

各日、午前８時３０分まで 

診察室、検査室、療法室その他の患者の治療・リハ

ビリに使用する部屋 
各日、午後５時以降 

病院棟２階 

院長室、副院長室、看護事務室、応接室、医局、事

務室、栄養相談室、事務長室、リハスタッフルーム

１･２ 

各日、午前８時３０分まで 

リハビリテーション室 各日、午後５時以降 

病棟１階 

病棟２階 

スタッフステーション、処置・診察室、カンファレ

ンスルーム及び休憩室 

各日、午前７時００分から

午前８時００分まで 

訓練棟１階 
事務室、会議室及び多目的･男子･女子トイレ 各日、午前８時３０分まで 

廊下、医務室、相談室、療法室、学習室及び ADL室 各日、午前９時まで 

共用区域等 エレベーター 各日、午前８時３０分まで 

その他発注者が指示する場所 発注者が指示する時間帯 
 

 ⑷ ゴミの回収等 

   次表のとおり分別して回収し、ゴミ置場に集積するものとする。 
 

区 分 分別基準 

可燃ゴミ 生ゴミ、再生のきかない紙くず等 

プラスチックゴミ プラスチック類（廃プラスチック類を除く。） 

不燃ゴミ プラスチックと金属の複合品等 

資源ゴミ（種類ごとに分別する。） 紙類、金属類、ガラスくず・ビン類、ペットボトル 

廃プラスチック類 点滴ボトル、チューブ等 

感染性医療廃棄物 (※) 注射針、採血管、血液の付いたゴミ等 

有害ゴミ 蛍光灯管、乾電池等 

  (※) 専用容器に密封されたものを各所属から回収し空の容器に交換し、発注者が指定する場所

で、収集業者が収集するまでの間、施錠して適正に保管するものとする。 

 ⑸ 実施時期 

   履行期間中の作業回数が複数回である清掃は、履行期間内において均等に実施するものとし、さ

らに、作業回数に係る単位（日・週・月・年）当たりの作業回数が複数回である清掃は、各単位内

においても均等に実施するものとする。 

 ⑹ その他 

受注者の現場責任者は、発注者が毎月１回開催する「感染対策委員会」に出席するとともに、
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従業員の研修を行い、感染防止に努めるものとする。 

３ 業務実施に当たっての留意事項 

 ⑴ 従業員は、受注者の名入りの統一した衣服を着用するものとする。 

 ⑵ 受注者は、従業員に次の事項を遵守させるものとする。 

  ア 品位を保ち、利用者に対し不快感を与えるような身なりや言動をしないこと。 

  イ 節度あるきびきびした作業を行うこと。 

  ウ 休憩は、指定した場所で行い、特に作業の途中で休憩するときは、機具資材を１か所に整頓し

てから行うこと。 

  エ 病院等建物及び敷地内では喫煙はしないこと。 

  オ 病室、浴室、トイレ、訓練施設居室など患者のプライバシーに特に注意すべき場所、時間帯で

清掃を要する場合は、事前に了承を得るなどの配慮を行うこと。 

 ⑶ 作業終了後は、作業か所を点検しゴミの回収もれがないことを確認するとともに、指定した場所

に機具資材を整理して格納するものとする。 

 ⑷ 業務に使用する洗剤、ワックスその他の薬品等は、材質及び清掃方式に適したものを使用するこ

ととし、あらかじめ、当該薬品等が材質及び清掃方式に適したものであることを証する書面の写し

等を提出して発注者の承認を得るものとする。 

 ⑸ 浴室や空調吹出口など、カビが発生しやすい場所については定期的に確認を行い、カビの発生防

止に努めること。また、発生した場合においては速やかに除去する対策を行うこと。 

 ⑹ 清掃作業の実施にあたっては、発注者が定める「感染対策マニュアル」に則り行うものとする。 

⑺ 受注者は、清掃の方法等に疑義が生じたときは、最新の「建築保全業務共通仕様書」（国土交通

省大臣官房官庁営繕部）等を参考に、事前に発注者に協議した上で清掃の方法等を決定するものと

する。 

 

４ 報告事項等 

 ⑴ 受注者は、あらかじめ、現場責任者及び従業員の名簿を発注者に提出するものとする。報告事項

に変更があったときも同様とする。 

 ⑵ 地方独立行政法人広島市立病院機構委託契約約款第６条に定める委託業務実施計画書は、年間計

画書及び月間計画書とし、年間計画書は契約締結後速やかに（令和８年度分、令和９年度分及び令

和１０年度分については、それぞれ直前の３月２５日までに）、月間計画書は計画月の前月の２５

日までに（令和７年４月分については、契約締結後速やかに）提出して、それぞれ発注者の承認を

受けるものとする。 

 ⑶ 地方独立行政法人広島市立病院機構委託契約約款第１２条に定める委託業務実施報告書は、業務

日誌及び月間報告書とし、業務日誌は翌日に（翌日が休日の場合には直後の平日に、３月３１日分

については当日中に）、月間報告書は翌月の１０日まで（３月分については、３月３１日）に提出

して、それぞれ発注者の確認を受けるものとする。 

 ⑷ 作業中に落し物や破損等の異常を発見した場合は、直ちに届出・報告を行うこと。 

 ⑸ 受注者は、受注者が行う現場責任者及び従業員の健康診断の結果に基づき、就労に支障がない旨

の報告を年 1回以上行うものとする。 
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５ 費用の負担等 

 ⑴ 受注者は、委託業務に必要な範囲で、従業員の控室等として、発注者が指定する病院等の一部を

使用することができるものとする。 

 ⑵ 委託業務を行うために要する費用のうち次に掲げるものは、発注者の負担とし、受注者は、その

責任の範囲内で当該経費が最少になるよう努めるものとする。 

  ア 電気、水道及びガスに係る費用 

  イ トイレットペーパー並びに洗面台等設置用の石鹸及びペーパータオルに係る費用 

  ウ 広島市事業ごみ指定袋に係る費用 

６ その他 

  この仕様書に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、必要に応じて、発注者と受注者が

協議して定めるものとする。 


